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令和４年度
松戸市指定相談支援事業者連絡協議会

令和５年３月１５日（水） １５時～

松戸市 福祉長寿部 障害福祉課

松戸市が行う事業所指導について
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集団指導の役割について

• 基準省令や報酬告示、松戸市のルールなどを確認する場

• 障害福祉サービス等の制度や要件などを理解する場

• 事業経営者としての責任を再確認する場

⇒改めて確認しておくことで･･･

・各事業者が統一したルールで支援することができ、利用者によりよい支援が

行える

・相談支援専門員の管理や指導を適切に行うことができる

・不適切な請求を防ぐことができ、安定した事業所運営につながる

実地指導について

• 指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者が国の基準に適合
した事業運営や費用請求を行っていることを確認するため、法令に基づき市が行
うものです。

•松戸市が指定したすべての指定特定相談支援事業者

及び指定障害児相談支援事業者
対象

• 3年に1度

•新規事業者はおおむね1年以内
実施時期

•事業所での実地調査実施方法
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実地指導時に確認する書類

人員に関する基準

• 従事者勤務形態一覧表

• 身分を証する書類

• 相談員に関する掲示書類

運営に関する基準

• 運営規程

• 重要事項説明書

• 契約書

• サービス等利用計画

• モニタリング報告書

サービス利用計画作成費の

算定及び取り扱い

• 加算取得に関する記録等

その他

• 指定事項の変更の有無と

変更届の提出の有無

• マニュアル

• （感染症、虐待）

実地指導の流れについて①

実施通知

•実施日の概ね１か月前に文書で通知

• 「運営状況確認書類」と事前提出書類一覧表を同封

事前提出

•事前提出書類を作成し、期日までに市へ提出

•必要書類の準備

•管理者の日程調整、実地指導のための場所の確保

実地指導

•事業所に障害福祉課職員が伺う

•事前提出書類を基に必要書類の閲覧とヒアリングを行う
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実地指導の流れについて②

結果通知

•実地指導結果通知を発送（実地指導実施後1～2か月）

通知受理

•結果通知を受理し、確認

• 「改善報告書提出指摘事項」「文書指摘事項」「口頭指摘事項」

改善報告

•改善報告書提出指摘事項については、期日までに改善報告書を提出

監査について

監査は、指定基準違反等の確認が必要である場合に実施されます。

①請求データ等に誤りがあり、その内容が不正な請求と認められる場合

②実地指導で確認した指定基準に著しい違反等がある場合などが該当します。

（実地指導において、著しい基準違反等が認められる、又は疑いがある場合など
は、直ちに監査に切り替える場合も あります。）

監査の結果、基準違反や不当等が認められた場合は、行政上の措置 を受けるこ
とがあります。

①勧告、②命令、③指定の取消等があり 、 その上で返還金が生じる場合は経済
上の措置として返還金に加えて加算金の支払いが生じる場合もあります。
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令和４年度 実地指導の結果について

•令和4年11月9日から11月30日実施期間

• 10カ所（令和3年新規指定事業所3カ所）対象事業所

実地指導時に確認する書類

人員に関する基準

• 従事者勤務形態一覧表

• 身分を証する書類

• 相談員に関する掲示書類

運営に関する基準

• 運営規程

• 重要事項説明書

• 契約書

• サービス等利用計画

• モニタリング報告書

サービス利用計画作成費の

算定及び取り扱い

• 加算取得に関する記録等

変更届

• 指定にかかる事項の変更

の有無と変更届の提出の

有無

• マニュアル

• （感染症、虐待）
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実地指導の主な指摘事項について

•利用契約について１

•掲示について2

•サービス利用計画作成手続きについて３

•記録の整備について４

•会計の区分について５

•松戸市への届出について６

１.利用契約について

• 相談受付票、契約書、重要事項説明書、個人情報提供同意書、訪問票の日付等が

記入されていない。

⇒利用者に対して、当該事業の契約書、重要事項説明書、個人情報同意書等の

内容について説明を行い、利用者の同意を得たうえで契約を締結します。

契約時の情報、同意を担保する観点から記入漏れの無いよう留意してください。

• 相談受付票、契約書、重要事項説明書、個人情報提供同意書、訪問票の日付が逆転

している

⇒相談受付⇒契約、重要事項説明、個人情報提供同意書⇒訪問票(アセスメント）の

順で実施する。
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• 運営規程、契約書、重要事項説明書の事業所に関する事項について相違がある。

⇒契約関係書類と運営規程には、事業所の最新の状況をそれぞれ相違のない内容

で記載してください。

• 契約書や重要事項説明書にルビ版がなかった。

⇒障害者差別解消法では、障害がある方への合理的配慮が事業者の義務とされ

ています。（令和３年５月）

障害特性に合わせた配慮、対応が求められるため、必要な準備を進めてください。

２.掲示について

• 事業所内に相談支援専門員の有する資格等が掲示されていない。

⇒利用者が事業所を訪れた際に、確認できるように見やすい場所に掲示すること

（氏名、有する資格、顔写真）

・事業所内に運営規程の概要や重要事項等が掲示されていない。

⇒事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。掲示が難しい場合、重要事項等

を記載したファイル等を事務所に備え付け、いつでも利用者やその家族が自由に閲

覧できるようにすることで変えることが出来る
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３.サービス利用計画作成手続きについて

• サービス等利用計画作成における一連の手続き、①計画案作成②担当者会議③確定版作成
という順序が逆転している。

⇒基準に定められた順に実施するように努めてください。

・サービス担当者会議の議事録（記録）が存在しない、又は確認できなかった。

⇒サービス担当者会議は、利用者のサービス調整を図る上で重要なものです。

原則として関係者全員参加のもとで開催してください。

議事録に実施日、出席者、協議内容を記録し、5年間保存してください。

・モニタリング報告書の保管が確認されないものがあった

⇒モニタリングについては、記録が作成されなければ実施されたものとして扱われません。

モニタリング報告書の作成・保管に遺漏がないようにしてください。

４.記録の整備について

・整備するべき記録が文書で残っていない

⇒従業者、設備、備品及び会計等に関する諸記録を文書により整備しておかなければなりません。

利用者等に対する支援の提供に関する各種記録については、当該支援の提供日から５年以上

保存しなければならない。

① 福祉サービス等の事業を行う者等との連絡調整に関する記録

② 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載した相談支援台帳

・サービス等利用計画案及びサービス等利用計画 ・アセスメントの記録

・サービス担当者会議等の記録 ・モニタリングの結果の記録

③ 苦情の内容等の記録

④ 事故の状況及び事故への対応記録
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5.会計区分について

• 会計の区分が法人ごとになっており事業ごとになっていない

⇒事業所ごとに経理を区分するとともに、各サービス・事業の会計をその他の事業

の会計と区分しなければなりません。

6.松戸市への届出について

届出書名 内容 提出期限

変更届

運営法人や事業所の名称

所在地の変更

法人代表者や管理者、従業者の変更
運営規程の変更 など

変更のあった日から10日以内

体制加算届
基本報酬の区分に関する届出各種加算
算定に関する届出

各種算定を希望する前月15日まで

例：
８月サービス提供分から算定希望の場合
⇒７月15日までに提出

• 管理者や相談支援専門員が変更になっているのに、変更届が提出されていない

⇒事業所において、変更や加算等の算定が生じた場合は市への届出が必要です



10

令和3年度の報酬改定により設置や策定が義務化された項目

令和３年度の報酬改定により、各種委員会の設置（委員会における指針等の
作成や研修等の実施含む）や計画の策定が義務付けられたも のについて、義
務化する年度別で表にまとめましたのでご参考ください。

なお、義務化年度以降に設置や策定がなされていない場合は、実地指導等
で指摘事項の対象となりますのでご注意ください。

義務化年度
令和４年度 令和６年度

種類

委員会設置 虐待防止委員会 感染対策委員会

計画策定 業務継続計画

【業務継続計画の策定等について】
• 感染症や非常災害発生時において、利用者に対する支援の提供を継続的に実施するた

めの、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定し、

当該計画に従い必要な措置を講じなければなりません。

• 業務継続計画は「感染症に係る計画」と「災害に係る計画」をそれぞ れ事業所ごとに

作成する必要があります。

• また、作成した業務継続計画は従業者に対して周知するとともに、必要な研修及び訓練を

定期的（年１回以上）に実施しなければなりません。

• 業務継続計画の策定にあっては、厚生労働省のホームページに掲載されているガイドライ

ンやひな形などを参考にしてください。

【ガイドラインの掲載場所】

感染症に係る業務継続計画
厚生労働省ホームページ「感染対策マニュアル・業務継続ガイドライン等」

災害に係る業務継続計画
厚生労働省ホームページ「障害福祉サービス事業所等における自然災害発生時の業務継続ガイドライン等」
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衛生管理等について

• 従業者の生活の保持及び健康状態の管理及び事業所の設備及び備 品等について衛
生的な管理に加えて、感染症が発生し、又はまん延し ないように下記の措置を講じなけれ

ばなりません。

① 感染症対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果を従業者に周知すること

② 平常時の対策及び感染症発生時の対応を規定した指針を整備す ること

③ 研修及び訓練を定期的（年１回以上）に実施すること

※上記の措置は、他のサービス事業者と連携等による実施も可

• 平常時の対策及び感染症発生時の対応を規定した指針の整備については、厚生労働
省のホームページに掲載されている手引きやひな形などを参考にしてください。

【手引きの掲載場所】

厚生労働省ホームページ

「障害福祉サービス事業所等における感染対策指針作成の手引きについて」

虐待の防止について

• 虐待防止のための計画づくりや虐待防止のチェックとモニタリングの実施、虐待発

生後の検証と再発防止策の検討などを目的とした虐待 防止委員会を設置しなけ
ればなりません。

• 虐待防止委員会には専任の虐待防止担当者を必ず置かなくてはなら ないことや、
構成員には、利用者やその家族、専門的な見地のある外部 の第三者等も加えること
が望ましいとされています。

• さらに従業者に対し、虐待防止のための研修を定期的（年１回以上） に実施し、
内容について記録しなければなりません。なお、研修の実施 は、施設内で行う職員
研修及び基幹相談支援セン ター等が実施する研修に参加した場合も含みます。
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事故発生時の対応について

• 利用者等に対する相談支援やサービス等の提供により事故が発生した場合は、都道
府県、市町村、当該利用者等の家族等に連絡を行うと ともに、必要な措置を講じなけ
ればなりません。

• 利用者等に対する相談支援やサービス等の提供により賠償すべき事 故が発生した
場合は、損害賠償を速やかに行わなければなりません。

• 事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じることが求め
られます。

• その事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しなければなりません。
（５年間保存）

計画相談支援における報酬体系

基本報酬

• サービス利用支援費（計画作成費）

• 継続サービス利用支援費（モニタリング費）

加算

• 体制加算（行動障害、要医療児者、精神障害者支援体制加算など）

• その他の加算（初回加算、サービス提供時モニタリング加算、集中支援加算など）
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基本報酬について

計画相談支援と障害児相談支援の両方を一体的に実施している利用者については、
報酬算定は障害児相談支援のみとなります。

ひと月に計画作成とモニタリングを両方行った場合は、

原則、計画作成費（サービス利用支援費）のみの請求となります。

モニタリング＋

障害児相談

こちらのみ請求

計画相談＋

計画作成

こちらのみ請求

基本報酬について
計画相談支援給付費の基本報酬は、サービス利用支援費（計画作成 費）と継続サービス利用支援
費（モニタリング費）の２種類です。

機能強化型と呼ばれる（Ⅰ）～（Ⅳ）の区分が あり、それぞれ報酬単価が異なります。

計画作成費 単位/月 モニタリング費 単位/月

サービス利用支援費（Ⅰ） 1,522単位 継続サービス利用支援費（Ⅰ） 1,260単位

サービス利用支援費（Ⅱ） 732単位 継続サービス利用支援費（Ⅱ） 606単位

機能強化型サービス利用支援費（Ⅰ） 1,864単位 継続機能強化型サービス利用支援費（Ⅰ） 1,613単位

機能強化型サービス利用支援費（Ⅱ） 1,764単位 継続機能強化型サービス利用支援費（Ⅱ） 1,513単位

機能強化型サービス利用支援費（Ⅲ） 1,672単位 継続機能強化型サービス利用支援費（Ⅲ） 1,410単位

機能強化型サービス利用支援費（Ⅳ） 1,622単位 継続機能強化型サービス利用支援費（Ⅳ） 1,360単位
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機能強化型サービス利用支援費について

機能強化型（継続）サービス利用支援費とは、支援困難ケースへの積極的な対応を
行うほか、専門性の高い人材を確保し、質の高いマネジメントを実施している事業所
を評価し、地域全体のマネジメントの質の向上に資することを目的としています。

算定するためには、各区分で定められている、人員配置要件並びに会議を定期的に
開催していることや研修実施、困難ケースの受入、基幹相談支援センター等との連
携などが求められています。

機能強化型サービス利用支援費について

機能強化型（継続）サービス利用支援費は、各区分によって人員配置要件と下記の
体制要件の一部または全部を満たさなければなりません。

【体制要件】
① 利用者等に係る伝達等を目的とした会議の定期的な実施

② 24時間連絡体制の確保

③ 現任研修修了相談支援専門員の同行による新採用相談員研修実施

④ 積極的に支援困難ケースを受け入れるとともに、基幹相談支援センターや
自立支援協議会と連携し、紹介されたケースの受入実施

⑤ 基幹相談支援センター等が実施する事例検討会等への参加

⑥ 取扱件数が40件未満であること
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機能強化型（Ⅱ）（Ⅲ）（Ⅳ）について

※１：障害児相談支援、地域相談支援、自立生活援助事業 ※２：障害者総合支援法及び児童福祉法等に基づくサービスなど

体制要件 人員配置

機能強化型（Ⅱ） ①～⑥

常勤・専従の相談支援専門員を３名以上配置、そのうち１名以上
が現任研修修了者
兼務については、現任研修修了者を含む２名は同一敷地内の相談事業
について同時並行的な兼務が可能
残りの１名は同一敷地内の別事業について時間を切り分けたうえ
で兼務が可能

機能強化型（Ⅲ） ①、③～⑥

常勤・専従の相談支援専門員を２名以上配置、そのうち１名以上
が現任研修修了者
兼務については、現任研修修了者１名は同一敷地内の相談事業につい
て同時並行的な兼務が可能
残りの１名は同一敷地内の別事業について時間を切り分けたうえ
で兼務が可能

機能強化型（Ⅳ） ①、③～⑥

専従の相談支援専門員を２名以上配置、そのうち１名以上が常勤の
現任研修修了者
兼務については、同一敷地内の相談事業について同時並行的な兼務
が可能

機能強化型による基本報酬の増加金額について

※単位及び金額は一人当たりの１月分

パターン サービス利用支援費 継続サービス利用支援費

なし（Ⅰ） →

Ⅰ 342単位（3,748円増） 353単位（3,869円増）

Ⅱ 242単位（2,652円増） 253単位（2,773円増）

Ⅲ 150単位（1,644円増） 150単位（1,644円増）

Ⅳ →

Ⅰ 242単位（2,652円増） 253単位（2,773円増）

Ⅱ 142単位（1,556円増） 153単位（1,677円増）

Ⅲ 50単位（548円増） 50単位（548円増）

Ⅲ →
Ⅰ 192単位（2,104円増） 203単位（2,225円増）

Ⅱ 92単位（1,008円増） 103単位（1,129円増）

Ⅱ → Ⅰ 100単位（1,096円増） 100単位（1,096円増）
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各種加算について

体制加算

•行動障害支援者加算

•要医療児者支援者加算

•精神障害者支援体制加算

•ピアサポート体制加算

•主任相談支援専門員配置加算

その他の加算

•初回加算

•サービス提供時モニタリング加算

•集中支援加算

•サービス担当者会議実施加算

•医療・保育・教育機関等連携加算

体制加算について

体制加算を算定するためには、各加算で定められている研修を修了した

相談支援専門員等の配置や各種要件を満たす必要があります。

加算名 単位/月

行動障害支援体制加算 35単位

要医療児者支援体制加算 35単位

精神障害者支援体制加算 35単位

ピアサポート体制加算 100単位

主任相談支援専門員配置加算 100単位
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その他加算について
加算名 単位

初回加算 300単位/回

退院・退所加算 200単位/回

医療・保育・教育機関等連携加算 100単位/月

サービス担当者会議実施加算 100単位/月

入院時情報連携加算
入院時情報連携加算（Ⅰ） 200単位/月

入院時情報連携加算（Ⅱ） 100単位/月

居宅介護支援事業所等連携加算
情報提供以外 300単位/月

情報提供 100単位/月

サービス提供時モニタリング加算 100単位/月

集中支援加算 300単位/月

地域生活支援拠点等相談強化加算 700単位/回

地域体制強化共同支援加算 2,000単位/回

利用者負担上限額管理加算 150単位/回

各種加算の算定時のお願い

各種加算には要件があります。また、必要な項目を網羅した記録の作成が
求められています。

なお、加算の記録にについては基準省令第30条第２項に定める記録に、各
種加算で必要とされる事項の記載がある場合は、別途記録を作成する必要
はありません。

ただし、実地指導等で、対象加算の記録がどの部分なのか、直ぐに提示でき
るように工夫して記録をしてください。
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初回加算について

初回加算は下記のような場合に算定が可能です。

① 新規にサービス等利用計画を作成する者に対して指定サービス利用支援を行った場合

② サービス等利用計画を作成する月の前６月間において、障害福祉 サービス又は地域相談支援を

利用していない者に対して指定サービス利用支援を行った場合

③ 計画相談に係る契約をした日からサービス等利用計画案を交付した日までの期間が３ヶ月を超

える場合であって、３ヶ月が経過する日以後に月２回以上、利用者の居宅等に訪問し面接を行った

場合

３ ０ ０単位 /月※障害児は 5 0 0単位 /月

＊①と②の併給はできません。

＊③を算定する場合は、最大 ３回算定することが可能です。

＊①と③又は②と③の要件を満たす場合は、合算することができ、合計で 最大１月に 4回を限度として

算定することが可能です。

入院時情報連携加算について
（Ⅰ）200単位/月（Ⅱ）100単位/月

利用者が病院又は診療所に入院するに当たり、当該病院等の職員に対して、利用者の
心身の状況や生活環境等の必要な情報（※）を提供 した場合は、提供方法に応じて所
定単位数を算定が可能です。

種類 内容 単位

入院時情報連携加算（Ⅰ） 医療機関へ出向いて、当該医療機関の職員と面談
し、必要な 情報を提供した場合

200単位/月

入院時情報連携加算（Ⅱ） （Ⅰ）以外の方法により、必要な情報を提供した場合 100単位/月

※「必要な情報」とは、当該利用者の障害の程度や特性、疾患・病歴の有無などの心身の状況、家族構成や

生活歴などの生活環境、その他日常生活における本人の支援の有無やその具体的状況及びサービスの

利用状況をいいます。

情報提供の方法として、サービス等利用計画や国が示す「入院時情報 提供書」等の活用が考えられます。
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居宅介護支援事業所等連携加算について

1 0 0単位/月又は3 0 0単位/月

利用者が介護保険へ移行する場合又は通常の事業所に新たに雇用される
場合に、居宅等を訪問し面接した場合や、居宅介護支援事業所は介護予防
支援事業所、障害者就業・生活支援センター又は通常の事業所の事業主
が開催する会議に参加した場合や、当該機関へ情報提供した場合に、それ
ぞれ所定単位数を算定が可能です。

1 0 0単位/月

サービス等利用計画に位置付けられた障害福祉サービス等を提供する
事業所又は提供場所を訪問し、サービス提供場面を直接確認することによ
り、サービスの提供状況について詳細に把握し、確認結果の記録を作成した

場合に算定が可能です。

１人の相談支援専門員がひと月に請求できる件数の上限は39件で、兼
務先の事業所のサービス提供時は算定できません。

サービス提供時モニタリング加算
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集中支援加算について

下記のいずれかに該当する場合に算定することができます。

① 利用者又は市町村等の求めに応じて月2回以上、居宅等を訪問し

利用者及び家族に面談する場合

② サービス担当者会議を開催し、サービス等利用計画の変更、

その他の事項について検討を行う場合（利用者参加必須）

③ 福祉サービス等を提供する機関等の求めに応じ、当該関係機関が

開催する会議に参加し、連絡調整を行った場合

３ ０ ０単位 /月




